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貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室） 
各 介 護 保 険 関 係 団 体   御 中 

← 厚生労働省 総務課 
 

今回の内容 

 

東日本大震災の被害者の児童福祉法第 24 条の３第４項

の施設給付決定等についての権利利益に係る満了日の延

長に関する政令の施行について 

計１０枚（本紙を除く） 

連絡先  TEL : 03-5253-1111(企画法令係･内線 3919) 
FAX : 03-3503-2740 

 



 老 発 ０ ８ ３ ０ 第 １ 号 

  平成 23 年８月３０日  

    

各   都道府県知事  殿  

 

 

                       厚生労働省老健局長 

 

 

 

東日本大震災の被害者の児童福祉法第 24 条の３第４項の施設給付決定等

についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の施行について  

 

  

現在、東日本大震災の被害者の特定権利利益（特定非常災害の被害者の権

利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律（平成８年法律第 85 号。

以下「法」という。）第３条第１項に規定する特定権利利益をいう。以下同

じ。）については、東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適

用すべき措置の指定に関する政令（平成 23 年政令第 19 号）に基づき、平成

23 年８月 31 日を限度として、当該特定権利利益に係る満了日を延長する措

置が講じられているところである。  

また、厚生労働省においては、法第３条第２項の規定に基づく告示（平成

23 年厚生労働省告示第 56 号）を制定し、同告示に規定された特定権利利益

については、東日本大震災の被害者による当該特定権利利益に係る満了日の

延長の申出を必要とせずに、一律に満了日を平成 23 年８月 31 日まで延長す

ることとする措置を講じたところである。   

今般、介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 41 条第１項の指定居宅サ

ービス事業者の指定等については、平成 23 年８月 31 日の翌日以降において

も満了日の延長の措置を特に継続して実施する必要があることから、法第３

条第４項の規定に基づき、東日本大震災の被害者の児童福祉法第 24 条の３

第４項の施設給付決定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する

政令（平成 23 年政令第 274 号。以下「令」という。別添４参照。）を制定し、

これらの特定権利利益に係る満了日の延長措置の限度となる期日を平成 24

年２月 29 日とする措置を講じることとした。  

これに伴う介護保険法の規定に基づく権利利益に係る留意点等は下記の

とおりであるので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等に周知

徹底の上、適切な対応方御配意願いたい。  
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記  

 

 

第１  満了日の再延長を行った行政上の権利利益  

 

令のうち介護保険法の規定に基づく権利利益の再延長を行ったものは、

次のとおりである。  

 

○指定居宅サービス事業者の指定（第 41 条第１項）  

○指定地域密着型サービス事業者の指定（第 42 条の２第１項）  

○指定居宅介護支援事業者の指定（第 46 条第１項）  

○指定介護老人福祉施設の指定（第 48 条第１項第１号）  

○指定介護療養型医療施設の指定（第 48 条第１項第３号）  

○指定介護予防サービス事業者の指定（第 53 条第１項）  

○指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定（第 54 条の２第１項）  

○指定介護予防支援事業者の指定（第 58 条第１項）  

○介護支援専門員証の交付（第 69 条の７第１項）  

○介護老人保健施設の許可（第 94 条第１項）  

 

第２  留意事項  

 

１  平成 23 年 8 月 31 日までの法第３条第２項の規定に基づく告示（平成 23

年厚生労働省告示第 56 号）による措置と異なり、今般延長措置が講じら

れた平成 23 年８月 31 日の翌日以降においては、東日本大震災の被害者が

令に基づく特定権利利益に係る満了日の延長措置を受けるためには、当該

者に対し、当該者の特定権利利益について保全又は回復を必要とする理由

を記載した書面（以下「申請書」という。）による満了日の延長の申し出

を行わせる必要があることとされたところである。  

なお、申請書については、保有する権利利益、特定非常災害の被害者で

ある旨等必要な事項が記載されていれば、様式は問わない。  

また、申請書の記載事項については、必要な事項が簡潔に記載されてい

れば適当なものとして受理することとして差し支えない。  

 

２  令に基づく特定権利利益に係る満了日の延長措置は、法第３条第４項に

基づき、被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置であるので、通

常の手続きにより介護保険法に基づく指定等の更新を行うことのできる

ものについては、令に基づく延長の措置を適用することなく、介護保険法

により指定等の更新を行うこととされている。  



東
日
本
大
震
災
の
被
害
者
の
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
三
第
四
項
の
施
設
給
付
決
定
等
に
つ
い
て
の
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
に
関
す
る
政

令

参
照
条
文

○

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
五
号
）
（
抄
）

（
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
）

第
二
条

著
し
く
異
常
か
つ
激
甚
な
非
常
災
害
で
あ
っ
て
、
当
該
非
常
災
害
の
被
害
者
の
行
政
上
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
り
、
又
は
当
該
非
常
災
害
に
よ

り
債
務
超
過
と
な
っ
た
法
人
の
存
立
、
当
該
非
常
災
害
に
起
因
す
る
民
事
に
関
す
る
紛
争
の
迅
速
か
つ
円
滑
な
解
決
若
し
く
は
当
該
非
常
災
害
に
係
る
応
急

仮
設
住
宅
の
入
居
者
の
居
住
の
安
定
に
資
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
当
該
非
常
災
害
を

特
定
非
常
災
害
と
し
て
政
令
で
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
政
令
に
は
、
当
該
特
定
非
常
災
害
が
発
生
し
た
日
を
特
定
非
常
災
害

発
生
日
と
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
政
令
に
お
い
て
は
、
次
条
以
下
に
定
め
る
措
置
の
う
ち
当
該
特
定
非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
指

定
の
後
、
新
た
に
そ
の
余
の
措
置
を
適
用
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
措
置
を
政
令
で
追
加
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
行
政
上
の
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
に
関
す
る
措
置
）

第
三
条

次
に
掲
げ
る
権
利
利
益
（
以
下
「
特
定
権
利
利
益
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
律
、
政
令
又
は
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第

七
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
四
項
（
宮
内
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若

し
く
は
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
条
第
一
項
の
命
令
若
し
く
は
内
閣
府
設
置
法
第
七
条

第
五
項
若
し
く
は
第
五
十
八
条
第
六
項
若
し
く
は
宮
内
庁
法
第
八
条
第
五
項
若
し
く
は
国
家
行
政
組
織
法
第
十
四
条
第
一
項
の
告
示
（
以
下
「
法
令
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
を
所
管
す
る
国
の
行
政
機
関
（
内
閣
府
、
宮
内
庁
並
び
に
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
機

関
並
び
に
国
家
行
政
組
織
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
（
当
該
国
の
行
政
機
関
が
内
閣
府
設
置
法
第
四
十
九
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
国
家
行
政
組
織
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
委
員
会
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
委
員
会
）
は
、
特
定
非
常
災
害
の
被
害

者
の
特
定
権
利
利
益
で
あ
っ
て
そ
の
存
続
期
間
が
満
了
前
で
あ
る
も
の
を
保
全
し
、
又
は
当
該
特
定
権
利
利
益
で
あ
っ
て
そ
の
存
続
期
間
が
既
に
満
了
し
た

も
の
を
回
復
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定
非
常
災
害
発
生
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

別添１



（
以
下
「
延
長
期
日
」
と
い
う
。
）
を
限
度
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
特
定
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
を
延
長
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

法
令
に
基
づ
く
行
政
庁
の
処
分
（
特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
前
に
行
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
権
利
そ
の
他
の
利
益
で
あ
っ
て
、
そ

の
存
続
期
間
が
特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
後
に
満
了
す
る
も
の

二

法
令
に
基
づ
き
何
ら
か
の
利
益
を
付
与
す
る
処
分
そ
の
他
の
行
為
を
当
該
行
為
に
係
る
権
限
を
有
す
る
行
政
機
関
（
国
の
行
政
機
関
及
び
こ
れ
ら
に
置

か
れ
る
機
関
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に
限
る
。
）
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
続
期
間
が
特
定
非
常
災
害
発
生
日
以
後
に

満
了
す
る
も
の

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
の
措
置
は
、
告
示
に
よ
り
、
当
該
措
置
の
対
象
と
な
る
特
定
権
利
利
益
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項
ご
と
に
、
地
域
を
単
位
と

し
て
、
当
該
措
置
の
対
象
者
及
び
当
該
措
置
に
よ
る
延
長
後
の
満
了
日
を
指
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
延
長
の
措
置
の
ほ
か
、
同
項
第
一
号
の
行
政
庁
又
は
同
項
第
二
号
の
行
政
機
関
（
次
項
に
お
い
て
「
行
政
庁
等
」
と
い
う
。
）
は

、
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
特
定
権
利
利
益
に
つ
い
て
保
全
又
は
回
復
を
必
要
と
す
る
理
由
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
満
了
日
の
延
長
の

申
出
を
行
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
延
長
期
日
ま
で
の
期
日
を
指
定
し
て
そ
の
満
了
日
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

延
長
期
日
が
定
め
ら
れ
た
後
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
満
了
日
の
延
長
の
措
置
を
延
長
期
日
の
翌
日
以
後
に
お
い
て
も
特
に
継
続
し
て
実
施
す

る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
国
の
行
政
機
関
の
長
又
は
行
政
庁
等
は
、
同
項
又
は
前
項
の
例
に
準
じ
、
特
定
権
利
利
益
の
根
拠
と
な

る
法
令
の
条
項
ご
と
に
新
た
に
政
令
で
定
め
る
日
を
限
度
と
し
て
、
当
該
特
定
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
を
更
に
延
長
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
特
定
権
利
利
益
に
係
る
期
間
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
他
の

法
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。



東
日
本
大
震
災
の
被
害
者
の
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
三
第
四
項
の
施
設
給
付
決
定
等
に
つ
い
て
の
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
に
関
す
る
政

令

参
照
条
文

○

東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
十
九
号

）
（
抄
）

（
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
）

内
閣
は
、
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項

及
び
第
二
項

前
段
、
第
三
条
第
一
項

、
第
四
条
第
一
項

並
び
に
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
特
定
非
常
災
害
の
指
定
）

第
一
条

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項

の
特

定
非
常
災
害
と
し
て
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ

る
災
害
を
い
う
。
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
指
定
し
、
同
日
を
同
項
の
特
定
非
常
災
害
発
生
日
と
し
て
定
め
る
。

（
特
定
非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
）

第
二
条

前
条
の
特
定
非
常
災
害
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
と
し
て
法
第
三
条

か
ら
第
七
条

ま
で
に
規
定
す
る
措
置
を
指
定
す
る
。

（
延
長
期
日
）

第
三
条

第
一
条
の
特
定
非
常
災
害
に
つ
い
て
の
法
第
三
条
第
一
項

の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
一
日
と
す
る
。

別添２



旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
三
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
旅
館
業
の
許
可
を
受
け
た
地
位
の
承
継
の
申
請
（
特
定
被
災
区
域

内
に
お
い
て
経
営
さ
れ
る
旅
館
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

特
定
被
災
区
域
内
に
お
い
て

経
営
さ
れ
る
旅
館
業
を
承
継

す
る
者

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
の
交
付

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
四
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
毒
物
又
は
劇
物
の
製
造
業
若
し
く
は
輸
入
業
又
は
販
売
業
の

登
録
（
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
製
造
所
若
し
く
は
営
業
所
又
は
店
舗
に
係
る

も
の
に
限
る
。）

特
定
被
災
区
域
内
に
製
造
所

若
し
く
は
営
業
所
又
は
店
舗

を
有
す
る
者

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
第
五
十
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
向
精
神
薬
輸
入
業
者
、
向
精
神
薬
輸
出
業
者
、
向
精
神

薬
製
造
製
剤
業
者
若
し
く
は
向
精
神
薬
使
用
業
者
又
は
向
精
神
薬
卸
売
業
者
若

し
く
は
向
精
神
薬
小
売
業
者
の
免
許
（
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
向
精
神
薬
営

業
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

特
定
被
災
区
域
内
に
向
精
神

薬
営
業
所
を
有
す
る
者

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
薬
局
の
開
設
の
許
可
（
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
薬
局
に
係
る
も
の
に
限

る
。）

特
定
被
災
区
域
内
に
薬
局
を

有
す
る
者

薬
事
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品

又
は
医
療
機
器
の
製
造
販
売
業
の
許
可
（
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
務
所
に

係
る
も
の
に
限
る
。）

特
定
被
災
区
域
内
に
事
務
所

を
有
す
る
者

薬
事
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品

又
は
医
療
機
器
の
製
造
業
の
許
可
（
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
製
造
所
に
係
る

も
の
に
限
る
。）

特
定
被
災
区
域
内
に
製
造
所

を
有
す
る
者

薬
事
法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化

粧
品
又
は
医
療
機
器
の
外
国
製
造
業
者
の
認
定

特
定
被
災
区
域
内
に
に
お
い

て
外
国
製
造
業
者
の
認
定
の

申
請
を
す
る
者

薬
事
法
第
二
十
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
管
理
医
療
機
器
又
は

体
外
診
断
用
医
薬
品
に
係
る
登
録
認
証
機
関
の
登
録
（
特
定
被
災
区
域
内
に
在

る
事
業
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

特
定
被
災
区
域
内
に
お
い
て

登
録
認
証
機
関
の
登
録
の
申

請
を
す
る
者

対

象

と

な

る

特

定

権

利

利

益

対

象

者

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の

規
定
に
基
づ
く
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
（
平
成
二
十
三
年
東
北

地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
際
し
、
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八

号
）
が
適
用
さ
れ
た
市
町
村
の
区
域
（
東
京
都
の
区
域
を
除
く
。
以
下
「
特
定

被
災
区
域
」
と
い
う
。）内
に
在
る
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
係
る
も
の

に
限
る
。）

特
定
被
災
区
域
内
に
保
険
医

療
機
関
又
は
保
険
薬
局
を
有

す
る
者

職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
三
十
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
有
料
の
職
業
紹
介
事
業
の
許
可

特
定
被
災
区
域
内
に
主
た
る

事
務
所
を
有
す
る
者
（
平
成

二
十
三
年
四
月
九
日
ま
で
に

当
該
許
可
の
有
効
期
間
が
満

了
す
る
者
を
除
く
。）

職
業
安
定
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
の

許
可

特
定
被
災
区
域
内
に
主
た
る

事
務
所
を
有
す
る
者
（
平
成

二
十
三
年
四
月
九
日
ま
で
に

当
該
許
可
の
有
効
期
間
が
満

了
す
る
者
を
除
く
。）

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
く
養
育
里
親
名
簿
へ
の
登
録

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
障
害
児
施
設
給
付
費

の
支
給

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
総
合
衛
生
管
理
製
造
過
程
の
承
認
（
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る

製
造
所
又
は
加
工
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

特
定
被
災
区
域
内
に
製
造
所

又
は
加
工
所
を
有
す
る
者

食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
営
業
の
許
可
（
特
定
被
災

区
域
内
に
在
る
営
業
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

特
定
被
災
区
域
内
に
営
業
所

を
有
す
る
者

平成™š年š月˜�日 木曜日 第œœ˜�号官 報
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厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
六
号

特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八

十
五
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
特
定
権
利
利
益
に
係
る
期
間
の
延
長
に
関
し
当
該
延
長

後
の
満
了
日
を
平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
一
日
と
す
る
措
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

細
川

律
夫

›
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薬
事
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
特
定

保
守
管
理
医
療
機
器
の
販
売
業
又
は
賃
貸
業
の
許
可
（
特
定
被
災
区
域
内
に
在

る
営
業
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

特
定
被
災
区
域
内
に
営
業
所

を
有
す
る
者

薬
事
法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
修
理
業
の
許
可

（
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
業
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

薬
事
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
薬
品
の
販
売
業
（
配
置
販
売

業
を
除
く
。）の
許
可
（
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
店
舗
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
特
定
被
災
区
域
内
に
店
舗
を

有
す
る
者

薬
事
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
薬
品
の
販
売
業
（
配
置
販
売

業
に
限
る
。）の
許
可
（
特
定
被
災
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
業
務
に
係
る
も

の
に
限
る
。）

特
定
被
災
区
域
内
に
お
い
て

業
務
を
行
う
者

戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
の
裁
定
の
請
求

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律

第
二
十
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
建
築
物
に
お
け
る
衛
生

的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
事
業
の
登
録
（
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
営
業
所
に

係
る
も
の
に
限
る
。）

特
定
被
災
区
域
内
に
営
業
所

を
有
す
る
者

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整

備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
一
般
労
働
者
派
遣
事
業
の
許
可

特
定
被
災
区
域
内
に
主
た
る

事
務
所
を
有
す
る
者
（
平
成

二
十
三
年
六
月
十
日
ま
で
に

当
該
許
可
の
有
効
期
間
が
満

了
す
る
者
を
除
く
。）

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
六
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
第
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
く
自
立
支
度
金
の
支
給
の
申
請

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の

規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
（
特
定
被
災
区
域
内
に
在

る
事
業
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

介
護
保
険
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
（
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
業
所
に
係
る
も
の

に
限
る
。）

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

介
護
保
険
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

者
の
指
定
（
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
業
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
介
護
老
人
福

祉
施
設
の
指
定

特
定
被
災
区
域
内
の
介
護
老

人
福
祉
施
設

介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
介
護
療
養
型

医
療
施
設
の
指
定

特
定
被
災
区
域
内
の
介
護
療

養
型
医
療
施
設

介
護
保
険
法
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
の
指
定
（
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
業
所
に
係
る
も
の
に
限

る
。）

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

介
護
保
険
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
本
文
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
地
域
密
着

型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
（
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
業
所
に

係
る
も
の
に
限
る
。）

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

介
護
保
険
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業

者
の
指
定
（
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
事
業
所
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

特
定
被
災
区
域
内
に
事
業
所

を
有
す
る
者

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
支
援
専
門
員
の

登
録

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

介
護
保
険
法
第
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
老
人
保
健
施
設
の
許

可
（
特
定
被
災
区
域
内
に
在
る
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

特
定
被
災
区
域
内
の
介
護
老

人
保
健
施
設
の
開
設
者

臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
附
則
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
衛

生
検
査
技
師
の
免
許

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
介
護
給
付
費
等
の
支
給
決
定

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
費

の
支
給
認
定

特
定
被
災
区
域
内
に
居
住
地

を
有
す
る
者

平成™š年š月˜�日 木曜日 第œœ˜�号官 報œ



平成™š年Ÿ月š—日 火曜日 (号外第˜Ÿ 号)官 報

東
日
本
大
震
災
の
被
害
者
の
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条

の
三
第
四
項
の
施
設
給
付
決
定
等
に
つ
い
て
の
権
利
利
益

に
係
る
満
了
日
の
延
長
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。御

名

御

璽

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

人

政
令
第
二
百
七
十
四
号

東
日
本
大
震
災
の
被
害
者
の
児
童
福
祉
法
第
二
十

四
条
の
三
第
四
項
の
施
設
給
付
決
定
等
に
つ
い
て

の
権
利
利
益
に
係
る
満
了
日
の
延
長
に
関
す
る
政

令

内
閣
は
、
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保

全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八

年
法
律
第
八
十
五
号
）第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
の
特
定
非
常
災
害
及
び
こ
れ

に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
平
成

二
十
三
年
政
令
第
十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
常
災
害
と
し
て
指
定
さ
れ
た
東
日
本
大
震
災
の
被
害
者

の
権
利
利
益
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
の
特

定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た

め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
四
項
の
政
令
で

定
め
る
日
は
、
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
九
日
と
す
る
。

一

児
童
福
祉
法（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

第
二
十
四
条
の
三
第
四
項
の
施
設
給
付
決
定
を
受
け
た

こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
障
害
児
施
設
給
付
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

二

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三

号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
に
よ

り
、
同
法
第
五
十
一
条
に
規
定
す
る
営
業
を
営
む
こ
と

が
で
き
る
こ
と
。

�
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平成™š年Ÿ月š—日 火曜日 (号外第˜Ÿ 号)官 報
三

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
五
条

第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
精
神
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
同
項
又
は
同
条
第
四
項
の
認
定
を
受
け
た

こ
と
に
よ
り
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
い
る
こ
と
。

四

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三

百
三
号
）
第
四
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た
こ
と
に
よ

り
、
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
毒
物
又
は
同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
劇
物
の
製
造
業
若
し
く
は
輸
入
業

又
は
販
売
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

五

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律

第
十
四
号
）
第
五
十
条
第
一
項
の
免
許
を
受
け
た
こ
と

に
よ
り
、
向
精
神
薬
（
同
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す

る
向
精
神
薬
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）

を
輸
入
す
る
こ
と
、
向
精
神
薬
を
輸
出
す
る
こ
と
、
向

精
神
薬
を
製
造
す
る
こ
と
（
向
精
神
薬
を
精
製
す
る
こ

と
及
び
向
精
神
薬
に
化
学
的
変
化
を
加
え
て
他
の
向
精

神
薬
に
す
る
こ
と
を
含
む
。）若
し
く
は
向
精
神
薬
を
製

剤
す
る
こ
と
（
向
精
神
薬
に
化
学
的
変
化
を
加
え
な
い

で
他
の
向
精
神
薬
に
す
る
こ
と
を
い
い
、
調
剤
を
除

く
。）若
し
く
は
向
精
神
薬
を
小
分
け
す
る
こ
と
（
他
人

か
ら
譲
り
受
け
た
向
精
神
薬
を
分
割
し
て
容
器
に
収
め

る
こ
と
を
い
う
。）、
向
精
神
薬
に
化
学
的
変
化
を
加
え

て
向
精
神
薬
以
外
の
物
に
す
る
こ
と
、
同
法
第
二
条
第

三
十
二
号
に
規
定
す
る
向
精
神
薬
取
扱
者
に
向
精
神
薬

を
譲
り
渡
す
こ
と
又
は
向
精
神
薬
を
記
載
し
た
処
方
箋

に
よ
り
調
剤
さ
れ
た
向
精
神
薬
を
譲
り
渡
す
こ
と
を
業

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

六

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第

四
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第

二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
薬
局
を
開
設
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
。

七

薬
事
法
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
に

よ
り
、
医
薬
品
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医

薬
品
を
い
い
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と

が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）、

医
薬
部
外
品
（
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
医
薬

部
外
品
を
い
い
、
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ

と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。以
下
同
じ
。）、

化
粧
品
（
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
化
粧
品
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
医
療
機
器
（
同
法
第
二
条
第

四
項
に
規
定
す
る
医
療
機
器
を
い
い
、
専
ら
動
物
の
た

め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を

除
く
。
以
下
同
じ
。）の
製
造
販
売
業
を
営
む
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。

八

薬
事
法
第
十
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
こ
と
に

よ
り
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
又
は
医
療
機

器
の
製
造
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

九

薬
事
法
第
十
三
条
の
三
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
こ

と
に
よ
り
、
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
医
薬
品
、
医
薬
部
外

品
、
化
粧
品
又
は
医
療
機
器
を
製
造
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
。

十

薬
事
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
の
登
録
を
受
け
た

こ
と
に
よ
り
、
同
項
の
認
証
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

十
一

薬
事
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
こ

と
に
よ
り
、
医
薬
品
の
販
売
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。

十
二

薬
事
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
こ

と
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
高
度
管
理
医
療
機
器
等

（
専
ら
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
目
的
と
さ

れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。）の
販
売
業
又
は
賃
貸
業
を
営

む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

十
三

薬
事
法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た

こ
と
に
よ
り
、
医
療
機
器
の
修
理
業
を
営
む
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。

十
四

戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
条
の
規
定

に
よ
り
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
の
裁
定
の
請
求
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

十
五

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永

住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年

法
律
第
三
十
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
自
立
支
度
金

の
支
給
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

十
六

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
た
こ
と
に
よ

り
、
同
項
本
文
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の

支
給
に
係
る
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

十
七

介
護
保
険
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指

定
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
同
項
本
文
に
規
定
す
る
地

域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
係
る
同
法
第
八

条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二
十
三

介
護
保
険
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
指
定
を
受

け
た
こ
と
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
計
画
費
の
支
給
に
係
る
同
法
第
八
条
の
二
第
十
八

項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
支
援
を
提
供
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。

二
十
四

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
七
第
一
項
の
介
護

支
援
専
門
員
証
の
交
付
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法

第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て

の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二
十
五

介
護
保
険
法
第
九
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
受

け
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
八
条
第
二
十
五
項
に
規
定

す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
を
開
設
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。

二
十
六

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
支
給
決
定
を
受
け
た

こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
、
第
三
十
条

第
一
項
又
は
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
介
護
給
付
費
等
の
支
給
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二
十
七

障
害
者
自
立
支
援
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
支

給
認
定
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
五
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

十
八

介
護
保
険
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け

た
こ
と
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ

ス
計
画
費
の
支
給
に
係
る
同
法
第
八
条
第
二
十
一
項
に

規
定
す
る
居
宅
介
護
支
援
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。

十
九

介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
指
定

を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
同
項
本
文
に
規
定
す
る
施
設

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
係
る
同
法
第
八
条
第
二
十

四
項
に
規
定
す
る
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二
十

介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
指
定

を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
同
項
本
文
に
規
定
す
る
施
設

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
係
る
同
法
第
八
条
第
二
十

六
項
に
規
定
す
る
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二
十
一

介
護
保
険
法
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
指
定

を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
同
項
本
文
に
規
定
す
る
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
係
る
同
法
第
八
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
。

二
十
二

介
護
保
険
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
本
文
の

指
定
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
同
項
本
文
に
規
定
す
る

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
係
る
同

法
第
八
条
の
二
第
十
四
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

厚
生
労
働
大
臣

細
川

律
夫

内
閣
総
理
大
臣

菅

人

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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